






佐倉市を災害から守る！ 

令和５年度佐倉市消防団リーフレット 12 月号 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市消防団員は、日ごろは会社員や自営業などそれぞれの職業につきながら、地元で火災や台風な

どの災害に見舞われた際、「自分達の地元は自分たちで守る」という郷土愛に基づいて、昼夜を問わず被

害を最小限に食い止めるために出動をする地元の人たちで構成されています。 

佐倉市消防団員が、普段どのような活動をしているか、活動をご紹介します。 

 佐倉市消防団では、災害時に迅速に行動できるよ

う、資機材の整備・管理を定期的に行っています。

また、毎年１回、市から貸与されている資機材等が

適切に管理されているかを確認するために「佐倉市

消防団貸与品検査」を行っており、今年も８月６日

（日）に市内５２箇部の消防機庫において検査が行

われました。 

 

 消防団活動は非常時の出動に限らず、このような

災害に備えた日頃の訓練や機材の点検等も、重要な

活動となります。 

８月６日（日） 佐倉市消防団貸与品検査 

８月２０日（日） 女性消防部規律訓練 

○検査を実施する消防団員（１） 

○検査を実施する消防団員（２） 

○団本部役員より、指導を受ける女性消防部 

○規律訓練を実施する女性消防部 

当該訓練は、消防団員の任務を円滑かつ迅速に遂行

するために必要な基本礼式を習得することを目的に、

消防団本部役員を講師として実施しました。 

 

訓練においては、消防団本部役員の的確な指導の

下、「服装点検・各個訓練・人員報告」を中心に約 2

時間程度行われ、各女性消防団員はそれぞれの礼式の

習得に努めました。 

 

佐倉市女性消防部は防火予防・啓発及び救命講習な

ど幅広い活動を日々実施し、活躍しております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市消防団では、１２月２７日～３０日に、各分団が、防火に対する注意を喚起するとともに、

出火による被害を最小限に留めることを目的とし、夜間に地元の見回りを実施します。 

空気が乾燥し火災が起きやすい季節となりますので、火の元には十分ご注意ください！ 

 

★消防団の日々の活動をホームページにて、掲載しております★ 

⇒https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikikanrika/syobo_kyukyu/17519.html 

 

※URL または、 

QR コードからご覧ください。 

 

 

今後の主な予定（行事） 令和５年１２月２７日（水）～３０日（土）：歳末警戒 

令和６年１月７日（日）：令和６年佐倉市消防出初式 

               

 

 

 

消防団員募集中！！ 

 佐倉市消防団では、消防団員を募集しています。18 歳以上の方なら学生でも消防団活動に 

参加できます。（自分たちの街は、自分たちで守る） 

問い合わせ：佐倉市危機管理課消防班 043（484）6132 

 

       

 

消火や救助などの活動を行うためには、必要な器具を

迅速に、適正に使えなければなりません。そのため、毎

年、実際の災害現場での活動を想定した「実戦訓練」を

実施し、団員各自に素早く確かな操作を学ぶ機会を提供

しています。 

 

当該訓練は、各分団の管轄区域である市内 7 ヵ所に

分かれ、講師である佐倉市八街市酒々井町消防組合消防

職員から資機材の取扱説明等を受けた後、実施されま

す。主に河川等の自然水利を水利として活用し、数台の

ポンプ（３台～５台）を中継させて送水及び放水を実施

します。また、情報伝達にはデジタルトランシーバーを

使用するなど、実際の災害現場を想定しながら訓練を行

っています。 

 

訓練当日は消防団車両 52 台及び消防団員延べ３００

名以上が出動し、自らの知識及び技能の向上に努めまし

た。引き続き、このような訓練を定期的に実施し、地域

防災の中核として活動してまいります。 

１１月１２日（日）佐倉市消防団実戦訓練 
○自然水利から吸水する団員の様子 

○火災現場を想定し、放水する団員の様子 



佐倉市ファミリーサポートセンター
（受託団体・ 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団）

住 所  佐倉市王子台１－23     レイクピアウスイ3階・イオン臼井店
電 話  ０４３－４８８－１２７０   

開所時間  平日 ９時～１７時       休 業 日  土日祝・年末年始
お気軽にお問い合わせください。

子育てを頑張るママやパパのため
あなたの力を貸していただけませんか？
【謝礼：1時間あたり 700円】研修あり

お揃いのストラップを
着用してサポートします！

佐倉地区

ファミサポ事務所

志津地区

臼井地区

お知り合いは
いるかな～？

志津
ユーカリ地区









こどもも保護者もオンラインで気軽に相談 子育ての悩み、家族のこと、ご相談ください。

189-7830120-

みんなで知ろう、児童虐待の現状

～あなたの1本の電話で救われるこどもがいます～

●お住まいの地域の
　児童相談所につながります。
●通告・相談は匿名で行うことも可能です。
●通告・相談をした人や
　その内容に関する秘密は守られます。
※一部のIP電話からはつながりません。

匿名可能

匿名可能 秘密厳守 通話無料 秘密厳守

通話無料

秘密厳守

児童相談所

ダイヤル
虐待対応

児童相談所

ダイヤル
相談専用

児童虐待による死亡事例は年間70件を超えています。
単純計算すると、5日間に1人のこどもが命を落としていることになります。
※こども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第19次報告）

児童虐待とは？

身体的虐待 性的虐待
こどもへの性的行為、
性的行為を見せる、
ポルノグラフィの
被写体にする など

家に閉じ込める、食事を与えない、
ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、
重い病気になっても
病院に連れて行かない など

ネグレクト
言葉による脅し、無視、
きょうだい間での差別的扱い、
こどもの目の前で家族に対して
暴力をふるう（面前DV） など

心理的虐待

殴る、蹴る、叩く、
投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、 
溺れさせる など

児童虐待は社会全体でかかわり、
解決していく問題です。

子育てや親子関係に悩んだら、ご連絡ください。不安やイライラに、いっしょに向き合います。

児童虐待かも…と思ったら、すぐにお電話ください。

いち はや く

いちはやく おなやみを

さらに

※ 特設サイトはこちら

こども家庭庁では、「秋のこどもまんなか月間」の取組の一つとして、
毎年11月に
期間中は、児童虐待防止のために、集中的な広報・啓発活動に取組みます。

を実施します。「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」





とは？

匿名可能

秘密厳守

匿名（LINE上のアイコンとニックネーム）でも相談ができます。
相談内容の秘密は守られます。

パパやママなどに

●痛い思いをさせられる

●いやな思いをさせられる

●無視される

LINE公式アカウント
「親子のための
相談LINE」を
友達追加してください

トーク画面で、
お住まいの
都道府県と市区町村を
登録してください

注意事項と
待ち人数を確認して、
リンク先を
開いてください

STEPSTEP 0101 STEPSTEP 0202 STEPSTEP 0303

STEPSTEP 0404 STEPSTEP 0505 STEPSTEP 0606
相談支援
システムに、
あなたの情報を
入力してください

相談内容を
入力して
送信してください

相談員と
やりとりして
ください

●こどもが何度言っても言うことを
　聞いてくれないから、
　手を上げてしまいそうになる

●イライラして、こどもに当たってしまう

●こどもとどう接っすればいいか
　わからなくなってしまった

サービス内容の
詳細はこちら

友だち登録はこちら

こんなことを思ったら、相談してください。

子育てや親子関係の不安や悩みイライラに、
いっしょに向き合います。

虐待かもと思ったら、すぐにお電話ください。

（お住まいの地域の児童相談所につながります）
あなたの電話1本で、救われるこどもがいます。

児童相談所

ダイヤル
虐待対応

いち はや く

子育てや親子関係に悩んだら、ご連絡ください。

子育ての悩み、家族のこと、ご相談ください。

189-7830120-
匿名可能 通話無料 秘密厳守

児童相談所

ダイヤル
相談専用

相談方法

いちはやく おなやみを

秘密厳守通話無料

相談専用画面上での操作

LINEでの操作

さらに

こども パパやママなど

こども家庭庁では、「秋のこどもまんなか月間」の取組の一つとして、
毎年11月に
期間中は、児童虐待防止のために、集中的な広報・啓発活動に取組みます。

を実施します。「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」



会場の混雑緩和によって市民の皆様が円滑・スムーズな相談を行えるよう、今年度の作成相談会
から「事前予約制」を導入します。
事前予約はインターネット（予約システム）または往復はがきで受付けます。
電話・窓口での予約はできません。
作成済みの各申告書はそれぞれ郵送で提出することができます。

確定申告は自宅からパソコン・スマートフォンで行うことができます。
対面による申告書作成補助が必要なかたのみ、事前予約をお願いいたします。

※電話、窓口での予約はできません！
ご注意ください！

＜重　要＞
中央公民館における申告書作成相談会の事前予約制を導入します

申告の種類

　

　ホームページからご予約ください
　２月１日（AM９：００）～予約受付開始

・当市ホームページから予約システムへ進み、ガイダン
　スに沿って予約。

・申告希望日の３日前まで予約可能。時間帯も選べま
　す。先着順です。

　　　　　往復はがきでご予約ください
 １２月１５日～１月２２日までに提出してください【必着】
　　　　　　　　　（１月下旬～２月上旬に返信します。）
　
・希望する日を第３希望まで記入（時間は選べません）

・住所、氏名、電話番号を記入

・希望者多数の場合は抽選になります。

中央公民館での作成相談を希望する

※裏面の確認事項の要件を全て満たしている必要があります

パソコンやスマートフォンの操作が

C　どちらかわからないA　確定申告 B　市民税・県民税申告

①PC/スマホで自宅から申
　告できます（国税庁ホー
　ムページより）。

②記入済みの申告書は成田
　税務署へ郵送で提出でき
　ます。

・所得税の還付を受ける　など
　　→A（確定申告）

・令和５年中に収入がなかった　など
　　→B（市民税・県民税申告）

・上記以外
　　→市民税課へお問い合わせください
　　（電話予約や申告相談はできません）

市役所へ郵送で提出できま
す。
詳細はホームページ及び広報
２月１日の特集号でお知らせ
します。

※申告書は１月下旬頃から各
出張所もしくは市役所窓口で
配布予定です。

〒285-8501

佐倉市海隣寺町97番地

佐倉市役所 市民税課

〒286-8501

千葉県成田市加良部1丁目15番地

成田税務署

事前予約が必要です！！

できる できない

当日は市役所から返

送されたハガキか本

人確認できるものを

見せて受付

当日は予約確認メー

ルか本人確認できる

ものを見せて受付

裏面もご覧ください

市民税・県民税申告書の提出先確定申告書の提出先



下記のすべての要件を満たしていることをご確認ください。
該当しないものがある場合、中央公民館での作成相談会へは申し込みできません。
その場合は成田税務署にお問い合わせください。（℡　０４７６－２８－５１５１）

令和６年１月１日時点で佐倉市に住民票がある

給与や公的年金以外の収入はない

※業務雑所得（報酬等）やその他雑所得（解約返戻金等）があるかたも作成できません

住宅借入金等特別控除の申告（年末調整済みのものを除く）はない

雑損控除の申告はない

外国税額控除の申告はない

ふるさと納税以外の寄附金控除の申告はない

営業、農業、不動産、利子、株式、配当、譲渡、一時、退職所得に関する申告はない

先物取引の申告はない

贈与税、消費税の申告はない

準確定申告（亡くなられたかた・国外に転出されるかたに係る申告）ではない

令和４年分以前の申告ではない（令和５年分以外の申告はできません）

その他計算が複雑な申告や税務署の判断を要する内容の申告はない

当日、医療費控除の明細書は事前に作成したものを持参できる

※医療費控除の明細書の書式は国税庁のHPで取得できます

　ご自身で印刷できないかた用に１月下旬頃から市役所でも配布を予定しています（先着順）

切手マークが青色 切手マークが緑色

〒285-8501

佐倉市海隣寺町９７番地

佐倉市役所　市民税課

　確定申告相談会担当

確認事項
（チェックリスト）

往信

宛名面

通知の１枚目の点線を切り取り、氏名・住所・電話番号・希望日
（第３希望まで）をご記入したものを貼り付けてください。
貼り付けでなくても上記の内容が記入されていれば有効です。
記入が不足していたり、内容に不備があった場合の申込は無効となり
ます。

往信

文面

往信面 返信面

往復はがきの書き方
※12月15日～1月22日までにご提出ください。【必着】

ここには何も

書かないでく

ださい

ご自分の住

所・氏名を書

いてください

表面もご覧ください
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